
調布市告示第１７３号  

 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、令和

８年５月２７日から次の市道の供用を開始する。  

 その関係図面は、令和８年５月２７日から２週間調布市都市整備部道路管

理課において一般の縦覧に供する。  

 

 

  令和  ８  年  ５  月２７日  

 

 

                   調布市長  長  友  貴  樹  

 

 

路 線 名         供 用 開 始 区 間                  

市道Ｎ 696号線  
調 布 市 柴 崎 １ 丁 目 1 8 番 地 1 4 先 か ら  

 

調 布 市 柴 崎 １ 丁 目 1 9 番 地 １ 先 ま で  

 


